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２ 家 第 ５ ７ 号  

令和２年１月２７日  

 

 

各市町村 児童福祉主管部（局）長 様 

 

                         京 都 府 健 康 福 祉 部 長 

                         （公印省略） 

  

「児童虐待・ＤＶ防止連携推進員」の市町村要保護児童 

対策地域協議会への参画について（依頼） 

 

 平素は府政に対する御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

このたび京都府においては、増加する児童虐待に対応するため、府内３箇所の家庭支

援センターに「児童虐待・DV防止連携推進員」（以下「連携推進員」という。）を配置

し、DVが絡む虐待事案の重篤化を未然防止するため、情報共有・連携強化の取組を実

施することとなりました。 

つきましては、貴市町村の開催する要保護児童対策地域協議会への当該連携推進員の

参画について御配慮いただきますようお願いします。 

 

 

 

担 当 

 

京都府健康福祉部家庭支援課 

家庭福祉担当 吉田 

連絡先 

 

 

〒602-8570 

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

TEL 075-414-4582 FAX 075-414-4586 

                                  





 

 

  児童相談所や市区町村の子ども家庭支援体制の強化、一時保護所の環境整備、特別養

子縁組・里親養育への支援の拡充や児童養護施設等の小規模かつ地域分散化の更なる推

進など「児童虐待防止対策の抜本的強化について」（平成31年3月19日関係閣僚会議決定）

を踏まえた児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ強力に推進する。 

 

１ 児童虐待の発生予防・早期発見 

（令和元年度当初予算額）     （令和２年度概算要求額） 

1,538 億円の内数 → 1,608 億円の内数 

 

（１）妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援 

【一部新規】【一部推進枠】（一部再掲） 

・ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援セ

ンターの全国展開に向け、その設置促進を図る。 
※ 「子育て世代包括支援センター」（運営費）については、利用者支援事業（内閣府予算

に計上）を活用して実施（一部社会保障の充実） 

・ 退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して子育てができる支

援体制を確保する観点から、産婦健康診査、産後ケア事業等を推進する。 

・ 妊娠期から、出産後の養育への支援が必要な妊婦等への支援体制を強化するため、

産科医療機関や乳児院、婦人保護施設等において特定妊婦等を受け入れた場合の生

活費の補助や居場所を確保するための賃借料の補助を創設する。 

 

（２）子育て家庭へのアウトリーチ 

【一部新規】【一部推進枠】（一部社会保障の充実）（一部再掲） 

・ 市区町村において、地域とつながりのない未就園児等のいる家庭等への訪問支援

を強化するため、育児不安のある家庭に継続的な訪問を行えるよう、補助を拡充す

る。また、訪問と併せて、育児用品の配布を行うなど、保護者が支援を受け入れや

すくする取組に対する補助を創設する。 

 

 

２ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

（令和元年度当初予算額）     （令和２年度概算要求額） 

1,585 億円の内数 → 1,655 億円の内数 

※ 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進については、「経済財政運営と

改革の基本方針 2019」を踏まえ、財源と合わせて、予算編成過程で検討する。（再掲） 

（１）児童相談所の抜本的な体制強化等【一部新規】（一部推進枠） 

・ 児童相談所及び市区町村において、児童虐待の対応に当たる職員の専門性の向上

を図るため、児童相談所におけるケースワークの実務に精通した者や、市区町村に

第第２２  児児童童虐虐待待防防止止対対策策・・社社会会的的養養育育のの迅迅速速かかつつ強強力力なな推推進進 
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児童虐待防止対策の総合的・抜本的な強化

○親権者等による体罰の禁止について、広報啓発を行うための経費を創設する。
○児童相談所における通告・相談に対応する体制強化等及びＳＮＳ等を活用した相談窓口への支援を推進する。
○未就園児等に対する継続的な訪問や継続的な関わりが必要な家庭に対し、育児用品を配布するなど、子育てを支える事業を実施する。
○特定妊婦の受け入れに当たり、居場所の確保先として、医療機関の職員住宅や近隣の住宅等が活用できるよう、賃借料への支援を実施する。
○予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等に対し、ＮＰＯ等を活用したアウトリーチやＳＮＳ相談、緊急一時的な

居場所の確保等を行う。また、孤立しやすく、産前・産後で育児等の負担が大きい多胎妊産婦を支援するため、多胎児の育児経験者による相談
支援、育児サポーターの派遣等による日常育児に関する介助、外出補助等の支援を行う。

○児童相談所職員等が保護者支援に係る資格を取得する際や保護者が支援を受ける際の経費を補助するなど保護者支援プログラムの推進を図る。
○児童相談所における弁護士や医師の配置等を支援する。
○中核市等の児童相談所の設置促進に向け、中核市や特別区から都道府県等に対して、研修のために職員を派遣した場合の代替職員の配置に係る

費用等の補助の充実を図る。
○一時保護の受け皿の環境整備を促進するため、一時保護所や一時保護専用施設の整備の拡充を図る。また、一時保護中の子どもの通園・通学出

来ない子どもの個々の学力等に応じた学習支援体制を確保を支援する。
○児童相談所児童福祉司の処遇改善を図る。
○児童委員・民生委員への研修や地域における児童虐待に関する普及啓発活動を強化する。また、地域における見守りの活動の活性化を支援する。
○児童相談所の職員の専門性の向上や子ども家庭総合支援拠点の2022年度までの全市町村設置に向け、アドバイザーを派遣する。
○全ての都道府県間で情報共有を行うためのネットワークの構築に向けた支援を実施する。
○警察ＯＢの配置を進めるなど、トラブル対応協力員や安全確認等対応職員の配置を支援する。
〇婦人保護施設において、入所するＤＶ被害者等が同伴する子どもについて、適切に教育を受ける体制の整備や、心理的ケアの体制を強化すると
ともに、安心・安全な通学に必要な支援を実施する。また、婦人相談所に、児童相談所等の関係機関と連携するためのコーディネーターを配置
する。

○児童養護施設等の退所者が集まり、意見交換会等を行うなど自助グループの運営を支援する。
○里親養育支援体制の更なる充実を図るため、24時間の相談体制・緊急対応体制を整備する。また、里親委託前に、子どもと里親の交流や関係調

整を行う間の里親の経済的負担の軽減を図る。
○増加する養子候補者の増加や高年齢児への支援に対応するため、民間あっせん機関におけるソーシャルワーカーの加配など支援の拡充を図る。
○児童養護施設等において、補助者の複数配置を可能とするとともに、心理業務や夜勤業務等に従事する補助者の配置を支援する。

児童虐待発生時の迅速・的確な対応

家庭養育優先原則に基づく取組の推進

【推進枠：１２７億円】

別 添 ２
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「児童虐待防止対策の抜本的強化」を踏まえた児童虐待防止対策の総合的・抜本的強化策を迅速かつ協力に推進する。

令和２年度概算要求における児童虐待防止対策の抜本的強化関連予算（ポイント）

子どもの権利擁護

子どもの権利擁護を推進する観点から、電話やハガキによる相
談、第三者の訪問による聴取等の方法により、児童相談所が関与
した子どもの意見表明を受け止める体制の構築を図るための実証
モデル事業を実施

子どもの権利擁護に係る実証モデル事業

国民全体で「しつけのための体罰」を行わない子育てを推進す
るため、ポスターやインターネットなど、様々な広告媒体を活用
した広報啓発を実施

体罰禁止及び体罰によらない子育て等の推進【新規】

児童虐待の発生予防・早期発見

未就園児等を対象として家庭を訪問する取組について、育児不
安のある家庭等に対して継続的に訪問するための補助を拡充

未就園児等全戸訪問事業【拡充】
支援が必要であるにも関わらず、行政機関や地域の支援につな

がっていない家庭など、継続的な関わりが必要な家庭に対し、家
庭訪問等を通じて、育児用品を配布を行うなど保護者が支援を受
け入れやすくなる取組を支援する事業を新規計上

子育て支援訪問事業（仮称）【新規】

①夜間・休日を問わず、児童相談所が対応する通告・相談に対
して、随時直接応じられる体制を整備するための補助を拡充（24
時間・365日体制強化事業）。
②相談者の更なる利便性の向上を図るため、ＳＮＳ等を活用した
相談窓口の開設・運用を推進（ＳＮＳ等相談事業）

児童相談所体制整備事業【拡充】

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育
て世代包括支援センターの全国展開に向け、その設置促進を図る。
また、地域における柔軟な実施を推進するため、市町村同士での
共同実施を推進するための経費を補助

子育て世代包括支援センターの全国展開【拡充】

退院直後の母子に対して心身のケア等を行い、産後も安心して
子育てができる支援体制を確保する観点から、産婦健康診査事業、
産後ケア事業等を推進する。産後ケア事業については、地域にお
ける柔軟な実施を推進するため、市町村同士での共同実施を推進
するための経費を補助

産婦健康診査事業・産後ケア事業【拡充】

子どもの死因究明（Child Death Review）について、制度化に
向け、モデル事業として関係機関による連絡調整、子どもの死因
究明に係るデータ収集及び整理、有識者等による検証並びに検証
結果を踏まえた政策提言を行うための費用の支援を新規計上

子どもの死因究明にかかる体制整備【新規】

予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた
若年妊婦等に対してNPOがSNSを活用した相談支援等や、アウト
リーチによる相談支援や緊急一時的な避難場所の宿泊支援を行う
ための経費の補助を新規計上

若年妊婦等への支援・女性健康支援センター事業【新規・拡充】
児童相談所全国共通ダイヤルの運用にあたって必要となる設備

の保守等に係る経費を負担

児童相談所全国共通ダイヤル（１８９）運用経費

別 添 ６
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児童虐待発生時の迅速・的確な対応

児童相談所職員の専門性の更なる向上を図るため、国が主催す
るブロック単位の研修を開催する事業を拡充（子ども・子育て支
援推進調査研究事業）

国が実施する研修【拡充】

常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、
弁護士の配置等に係る費用の補助を拡充

法的対応機能強化事業【拡充】

児童福祉司等の増員を図るとともに、弁護士や医師等の配置を
促進するための補助を拡充

児童福祉司等専門職採用活動支援事業【拡充】

小児科医、精神科医、法医学者など、事案に即した専門性を有
する医療関係者との連携体制の強化を図るため、自治体が行う医
療機関従事者向けの研修に係る補助を拡充

児童虐待防止対策研修事業（医療機関従事者研修）【拡充】

児童相談所では対応しきれない医学的判断・治療が必要となる
ケースに迅速かつ適切に対応するため、地域の医療機関と連携し
ながら対応するだけでなく、児童相談所等において医師を配置す
ることが可能となるよう補助を拡充

医療的機能強化事業【拡充】

精神的・肉体的負担が大きい業務の性質や専門性を有する人材
の確保が求められている児童福祉司等について、処遇改善に資す
る補助を新規計上

児童相談所児童福祉司処遇改善事業(仮称)【新規】

児童相談所の業務の一部を民間に業務委託する場合の検討・準
備にかかる費用等を補助

官・民連携強化事業

中核市及び特別区等における児童相談所の設置準備に伴い、①
増加する業務に対応するための補助職員の配置に係る補助、②児
童相談所の業務を学ぶ間の代替職員の配置に要する費用について
の補助、③児童相談所の設置を目指す中核市等へ職員を派遣する
都道府県等に対する代替職員に要する費用の補助を拡充

児童相談所設置促進事業【拡充】

一時保護所の施設整備に係る費用の補助を抜本的に強化

次世代育成支援対策施設整備交付金【拡充】

一人ひとりの子どもの状況に応じた適切な支援を確保するとと
もに、一時保護中の子どもの通園・通学を促進するため、賃貸物
件を活用して一時保護専用施設を設置する際の改修に要する費用
の補助の拡充及び改修中の賃借料に係る補助を新規計上

賃貸物件による一時保護専用施設改修費支援事業【拡充】

一時保護が、子どもの安全確保のため、個々の子どもの状況に応
じて、適時適切に対応できるよう学習支援やトラブル対応などに関
する補助を拡充するとともに、一時保護所だけでなく、児童相談所
に通訳等を配置した場合も補助対象となるよう補助対象を拡大

一時保護等機能強化事業【拡充】

民生委員・児童委員などへの研修や地域と連携した児童虐待に
関する普及啓発活動の強化、要支援児童の居場所づくりなどを通
じた見守りの活動を強化するための補助を拡充

市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能強化【拡充】

ＤＶ被害者等が同伴する子どもの支援の充実を図るため、婦人
相談所において、児童相談所等の関係機関と連携する「児童虐待
防止対応コーディネーター（仮称）」を配置する事業を新規計上

DV対応・児童虐待対応連携強化事業（仮称）【新規】

婦人保護施設に入所したＤＶ被害者等が同伴する子どもについ
て、適切に教育を受ける体制を整備するため、学習指導員の配置
や、教材や学習机等の環境整備に必要な補助を新規計上

同伴児童学習支援事業【新規】

児童相談所の業務や子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに知見を有
する者をアドバイザーとして自治体に派遣する事業を新規計上

虐待・思春期問題情報研修センター【拡充】
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児童虐待発生時の迅速・的確な対応（続き）

職員配置を促し、心理的ケアの体制強化を図るため、加算要件
を緩和（※）
※心理的ケアを必要とする者が年度当初に10名以上いること

→常時1名以上いることに緩和

心理療法担当職員雇上費加算の要件緩和【拡充】

社会的養育の充実・強化

里親養育支援体制の更なる充実を図るため、フォスタリング機
関における24時間の相談体制及び緊急時に里親家庭へかけつけら
れる緊急対応体制を整備

里親委託前の交流期間について、一般生活費や施設等へ訪問す
るための費用を補助を新規計上

里親制度や特別養子縁組制度に関して様々な広告媒体を活用し
た広報啓発をおこない、社会的認知度を高め、その推進を図る

里親養育包括支援（フォスタリング）事業【拡充】

里親への委託前養育支援事業等【新規】

里親制度等広報啓発事業【拡充】

養親候補者の増加や高年齢児への支援に対応するため、ソーシャルワーカーを加配するモデル事業を新規計上するなど養親希望者への
支援等にモデル的に取り組む養子縁組民間あっせん機関に対する支援の拡充を図るとともに、養親希望者手数料の負担軽減を更に充実

児童養護施設等の退所者が意見交換等を行う場所を常設するた
めに必要となる経費の補助を新規計上

養子縁組民間あっせん機関助成事業【拡充】

社会的養護自立支援事業等【拡充】

子どもの自立に向けた継続的・包括的な支援体制を構築に向け、
児童養護施設等の退所者が集まり、意見交換等を行う場を提供す
るため、ＮＰＯ法人等が社会的養護出身者を対象とした交流会等
を開催するための経費の補助を新規計上

社会的養護出身者ネットワーク形成事業【新規】

子どもに関する安全確認を適切に行うことができる体制（児童
相談所への警察ＯＢ配置等）を確保するための補助を拡充

児童の安全確認等のための体制強化事業（都道府県分）【拡充】

保護者の保護者支援プログラム受講費用にかかる補助事業及び
児童相談所等職員の保護者指導支援プログラム資格取得支援事業
を新規計上。また、専門医療機関や民間団体と連携した取組が推
進されるよう、補助メニューの見直しを行う。

保護者指導・カウンセリング強化事業【一部・新規拡充 】

児童養護施設等の小規模かつ地域分散化を推進する際、既存の
建物を賃借して活用できるよう、改修期間中の賃借料や原状復帰
の際に必要となる費用の補助を新規計上

児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業【拡充】

ＤＶ被害者等が同伴する子どもが、婦人保護施設から小・中学
校等に安心・安全に通学するために、生活支援員による通学への
同行に必要な旅費等の補助を新規計上

同伴児童通学支援事業【新規】

心理療法担当職員雇上費加算の要件緩和【拡充】

都道府県間のネットワークの構築を含め、全国統一の情報共有
システムの整備を進め、児童相談所・市町村における情報共有や、
転居ケース等における対応を効率的・効果的に行う。

要保護児童等に関する情報共有システムの構築【拡充】

※ 児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進については、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を踏まえ、財源と合わせて、予算編成過程で検討する。
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家庭養育優先原則に基づく取組等の推進

Ⅰ 包括的な里親養育支援体制の構築

Ⅲ 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及
び多機能化・機能転換等に向けた取組の推進

Ⅱ 特別養子縁組の推進

Ⅳ 自立支援の充実

自立
支援

里 親

養子
縁組

施 設

・広報の企画立案、講演会や説明会の開催等に
よる制度の普及啓発

研修･トレーニング研修･トレーニング
・登録前研修、更新研修の実施
・委託後や未委託里親へのトレーニングの実施

・子どもと里親とのマッチング
・自立支援計画の作成

・委託後の里親家庭への訪問支援、夜間・休日
相談（※２）

・定期的な相互交流の場を設け、情報交換等を
図る

マッチングマッチング

委託後支援・交流委託後支援・交流

リクルートリクルート

・児童入所施設措置費等1,318億円の内数 ・児童虐待・DV対策等総合支援事業217億円の内数（拡充）
・里親制度等広報啓発事業93百万円（拡充） ・里親養育包括支援（フォスタリング）職員研修事業33百万円
・養子縁組民間あっせん機関職員研修事業20百万円 ・社会的養護出身者ネットワーク形成事業（仮称）12百万円（創設）

・ 里親のリクルート及びアセスメント、登録前・登録後及び委託
後における里親に対する研修、子どもと里親家庭のマッチング、
里親養育への支援に至るまでの一貫した里親養育支援に関する相
談・支援を総合的に実施する事業に要する費用を補助。

＜拡充内容＞
・ フォスタリング機関が24時間の相談体制及び緊急時に里親家庭
へかけつけられる緊急対応体制を整備するための費用を補助。

・ 里親委託前の交流期間について、一般生活費や施設等へ
訪問するための費用を補助。 ※１ 一般生活費や交通費等を補助

※２ 24時間体制に拡充

※１

・ 民間養子縁組あっせん機関に対して、研修
受講費用、第三者評価受審費用等を助成する
とともに、養親希望者等の負担軽減等に向けた
支援体制の構築に向けたモデル事業等を実施する。

＜拡充内容＞

・ 社会福祉士等のソーシャルワーカーを加配し、比較的年齢の
高い養子とその養親への支援体制を構築するモデル事業の実施。

・ 養親希望者の手数料負担の更なる負担軽減の実施。

・ 里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて１８歳（措置延長の
場合は２０歳）到達後も原則２２歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供
する事業に要する費用を補助。

＜拡充内容＞
・ 児童養護施設等の退所者が意見交換等を行える場所を、常設するために必要となる経費の補助を創設する。

・ 児童養護施設・乳児院等の小規模かつ地域分散
化、職員配置基準の強化を含む高機能化及び家庭養
育支援への機能転換などの社会的養育の迅速かつ強
力に推進する。

別 添 ７

※児童虐待防止対策・社会的養育の迅速かつ強力な推進については、「経済財政運営と改革の基本方針2019」を踏まえ、財源と合わせて、予
算編成過程で検討する。

＜拡充内容＞
・ 産前・産後母子支援事業について、特定妊婦等を受け入れた場
合の生活費の補助や居場所づくりに係る賃借料を補助。
・ 施設内における性暴力への対応や、外国人の子どもへの対応、
夜勤業務に対応するための補助者を配置するための費用を補助。
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